
【○○課】R４年度リスク評価シート
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チェックリスト、業務フロー、規則・
規程等
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リスク対応整備状況（各課） リスク対応整備予定（各課）
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Administrator
タイプライターテキスト
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Administrator
テキストボックス
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Administrator
ノート注釈
Administrator : Marked

Administrator
鉛筆

Administrator
テキストボックス



【○○課】R４年度リスク評価シート

進捗状況 整備計画 評価結果 不備内容 改善事項 評価結果 事故内容 改善事項 評価結果 理由 改善事項 評価結果 理由 改善事項

上半期までに予定して
いるリスク対応策等が

・実施できていれば、
「予定通り」。

・実施できていなけれ
ば、「遅れあり」。

・「予定通り」の場
合、記載不要。
ただし、追加で整備す
る対応策があれば記
載。

・「遅れあり」の場
合、実施できていない
対応策について、年度
末までの実施計画を記
載（いつ、何をどのよ
うに行うのか等）。
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認

後

に
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・リスク対応策等が実
施できていれば、「不
備なし」。

・リスク対応策等が実
施できていなければ、
「不備あり」。

・「不備なし」の場
合、記載不要。

・「不備あり」の場
合、その内容を記載。

・「不備なし」の場
合、記載不要。

・「不備あり」の場
合、不備内容に対する
改善事項（いつまで
に、何を、どのように
やるか等）を記載。

・事故が発生していな
ければ、「不備な
し」。

・事故が発生していれ
ば、「不備あり」。

・「不備なし」の場
合、記載不要。

・「不備あり」の場
合、①事故発生日（発
覚日）②概要③主な原
因を記載。

・「不備なし」の場
合、記載不要。

・「不備あり」の場
合、発生した事故の対
応策を記載。
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・リスク対応策等が実
施できていれば、「不
備なし」。

・リスク対応策等が実
施できていなければ、
「不備あり」。
・重大な場合は、「重
大な不備あり」。

・「不備なし」の場
合、「リスク対応は適
正である」。

・「不備あり」、「重
大な不備あり」と評価
した場合、その理由。

・「不備なし」の場
合、「特になし」。

・「不備あり」、「重
大な不備あり」の場
合、その後の対策等の
妥当性。

・事故が発生していれ
ば、「不備なし」。

・事故が発生していれ
ば、「不備あり」。

・重大な事故の場合
は、「重大な不備あ
り」。

・「不備なし」の場
合、「令和２年度にお
いて事故等の報告事例
なし」。

・「不備あり」、「重
大な不備あり」と評価
した場合、その理由。

・「不備なし」の場
合、「特になし」。

・「不備あり」、「重
大な不備あり」の場
合、その後の対策等の
妥当性。

特記事項

自己評価（評価者：所管課長） 内部統制評価部局評価（評価者：コンプライアンス推進担当課長　　評価日：令和5年　月　日）

最終評価報告（基準日：令和5年3月31日）
整備状況評価 運用状況評価

備考整備状況確認 課長確
認欄

整備状況自己評価 運用状況自己評価 課長確
認欄

中間確認報告（基準日：令和4年9月30日）




